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ピス
自面隊の海外派兵を食い止め、大幅軍縮を！

米軍基地を撤去しよう！

反核運動を継続し、核廃絶を！

憲法9条を世界に！

市民による平和政策を提起しよう！

草の根の国際共同作業を進めよう！

見えてきた一つの流れを本流に！
「安保」と「基地」に迫ろう

沖縄から●仔サ里署名」裁判始まる／強制使用期限
切れに焦る国

民意に背く軍拡計画 (1)●「新大綱」と「中期防」
岩国から●地元に内緒で大岸壁計画

9碑の原潜●沿岸・大陸棚へ行動海域をシフトか

［検証］地位協定と市民Rh亥持ち込み」と「第5条」
沖縄県の地位協定見直し案●全文（下）

弓張山から見た佐世保港。中央の桟橋にはベローウッドが停泊している (95.11.26 山中悦子）

●維持会員（月額） ●参加会員（月額） ●通信会員（年額） 脱軍備ネットワーク
個人 1口1000円 個人 1口 500円 3000円

団体 1口2000円 団体1口1000円 キャッチピース
〈会費は本誌購読料を含みます〉



交流会風景

□.
]
と
つ
の
流
れ
が

ひ
）
見
え
て
き
た

敗
戦
、
被
爆
か
ら
五

0
年
の
昨
年
、
米
兵
に
よ

る
暴
行
事
件
を
契
機
と
し
た
安
保
・
地
位
協
定
の

差
別
性
を
告
発
す
る
沖
縄
の
声
は
、
大
田
知
事
の

代
理
署
名
拒
否
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
安
保
そ
の
も

の
に
肉
薄
す
る
闘
い
に
発
展
し
ま
し
た
。
フ
ラ
ン

ス
・
中
国
の
核
実
験
に
対
す
る
国
際
的
な
世
論

も
、
大
き
く
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。
更
に
年
末
に

起
こ
っ
た
可
ん
じ
ゅ
」
の
ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
れ
事
故

で
日
本
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
政
策
は
根
本
的
な
変
更

を
余
儀
な
く
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
、

住
民
の
世
論
を
バ
ッ
ク
に
し
た
自
治
体
の
動
き

が
、
政
府
の
方
針
を
も
揺
り
動
か
す
兆
し
が
は
っ

き
り
と
見
え
て
い
ま
す
。
今
年
は
、
そ
の
流
れ
を

よ
り
太
い
も
の
に
し
て
行
く
べ
き
年
で
す
。
し
か

し
四
月
一
六
日
に
開
か
れ
る
日
米
首
脳
会
談
で

は
、
日
米
安
保
の
「
再
定
義
」
が
予
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
両
政
府
は
、
安
保
を
「
日
本
や
極
東
の
安

定
の
た
め
」
か
ら
「
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
全
体
の

平
和
と
安
定
の
た
め
」
に
維
持
、
強
化
す
る
こ
と

を
う
た
お
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に

H
本

政
府
は
、
軍
拡
そ
の
も
の
で
あ
る
新
防
衛
大
綱
を

決
め
、
二
十
五
兆
円
に
も
上
る
中
期
防
衛
力
整
備

計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。

こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、

こ
こ
で
は
省
き

ま
す
。
つ
い
で

横
須
賀
、
横
田
、

岩
国
、
呉
、
低
空

飛
行
な
ど
各
地

の
報
告
を
行
な

い
、
米
軍
基
地

パ
の
問
題
点
を
総

二
さ
ら
い
し
ま
し

た
。
地
元
マ
ス
コ
ミ
の
反
響
は
非
常
に
大
き
い
も

の
が
あ
り
ま
し
た
。

今
回
の
第
二
の
成
果
は
、
佐
世
保
の
人
た
ち
と

の
交
流
で
す
。
考
え
て
み
る
と
、
各
地
の
メ
ン

バ
ー
と
佐
世
保
の
人
た
ち
が
集
団
で
交
流
す
る
の

は
初
め
て
の
こ
と
で
す
。
夜
は
ネ
オ
ン
街
の
近
く

の
ボ
ス
ト
ン
ク
ラ
プ
で
交
流
会
。
翌
朝
は
、
佐
世

保
の
反
基
地
運
動
の
主
で
あ
っ
た
佐
々
木
竹
一
さ

ん
宅
を
訪
問
し
て
旧
交
を
暖
め
る
こ
と
も
で
き
ま

し
た
。
佐
々
木
さ
ん
は
、
現
在
は
自
宅
で
リ
ハ
ビ

リ
中
で
す
が
、
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
様
子
を
伝
え

る
テ
レ
ビ
映
像
の
中
の
私
た
ち
の
姿
を
見
て
、
指

差
し
て
嬉
し
そ
う
な
顔
を
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

夜
、
お
電
話
を
し
た
と
こ
ろ
娘
さ
ん
か
ら
ぜ
ひ
来

て
ほ
し
い
と
の
快
諾
を
得
た
の
で
、
早
朝
訪
ね
た

と
こ
ろ
、
ソ
フ
ァ
ー
に
座
っ
て
待
っ
て
い
た
佐
々

木
さ
ん
は
、
肌
の
色
艶
も
よ
く
と
て
も
お
元
気
そ

う
で
し
た
。

キ
ャ
ッ
チ
ピ
ー
ス
の
第
五
回
全
国
会
議
は
、
そ

う
し
た
情
勢
の
下
、
十
一
月
二
十
五
＇
二
十
六
日
、

佐
世
保
で
開
か
れ
ま
し
た
。
佐
世
保
は
強
襲
揚
陸

艦
ベ
ロ
ー
ウ
ッ
ド
の
配
備
で
基
地
強
化
が
進
ん
で

お
り
、
沖
縄
の
事
件
を
契
機
と
し
た
米
軍
・
安
保

へ
の
関
心
の
高
ま
り
の
な
か
で
、
時
宜
に
あ
っ
た

会
議
と
な
り
ま
し
た
。

ザ
紅
｀
｛
籠

初
日
は
、
「
沖
縄
、
地
位
協
定
、
安
保
を
考
え
る

市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
と
題
し
て
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム

を
行
な
い
、
「
沖
縄
か
ら
」
（
伊
波
洋
一
氏
）
、
「
強

化
さ
れ
る
佐
世
保
基
地
」
（
今
川
正
美
氏
、
篠
崎
正

人
氏
）
、
そ
し
て
「
安
保
再
定
義
と
は
な
に
か
」

（
梅
林
宏
道
氏
）
の
三
つ
の
基
本
提
起
を
受
け
ま

し
た
。
そ
の
あ
と
、

S
S
K佐
世
保
重
工
業
労
組

の
柘
植
委
員
長
が
特
別
報
告
し
、
「
S
S
K
の
使

用
す
る
ド
ッ
ク
は
米
軍
と
の
共
用
で
あ
る
が
、
優

先
権
は
米
軍
に
あ
る
。
従
っ
て
、
基
地
が
強
化
さ

れ
、
米
軍
の
使
用
頻
度
が
増
え
る
と
、

S
S
K
は

業
務
に
支
障
が
出
る
。
何
と
か
基
地
に
頼
ら
な
い

発
展
の
方
向
が
必
要
で
あ
る
」
と
切
実
な
思
い
を

訴
え
、
参
加
者
の
共
感
を
呼
び
ま
し
た
。

報
告
の
詳
細
は
、
本
紙
上
で
順
次
紹
介
さ
れ
る

也
域
か
｀
名
日
米

i
軍
を
チ
ェ
ッ
ク

ニ
H
Hは
、
基
地
、
地
位
協
定
、
低
空
飛
行
、
軍

縮
な
ど
当
面
の
行
動
方
針
を
決
め
る
論
議
を
昼
ま

で
統
け
、
い
く
つ
か
具
体
的
な
確
認
を
し
ま
し

た。
〇
魯
に
よ
る
人
農
害
は
泣
た
け
で
は
な

い
こ
と
を
具
体
的
に
示
す
事
例
と
し
て
、
低
空

飛
行
訓
練
を
取
り
上
げ
、
ま
ず
訓
練
空
域
に
あ

る
全
国
の
自
治
体
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
す
る
。

0
沖
縄
の
地
『
9

,

9

,

'

磁

畠
定
の
全
り
i
i
-

ほ
｀
イ

面
的
な
見
直
"

<

1

ロ

、凹

し
案
を
参
考

お
手
本
に

ご

く

。

[

[

[

R
昨
春
米
国

（
七
ペ
ー
ジ
下
段
へ
）

佐々木さんとの再会

今年もょうしV

糾WA.

キャッチピースの人たち●河村ゆかり
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新旧 「防衛大綱」の主な相違

旧大綱（76年） 新大綱（95年）

国際情勢 東西関係においては各種の対 東西間の軍事的対峙の構造は
立要因が根強く存在 消滅し、世界的な規模の武力

紛争が生起する可能性は遠の
＜ 

東アジア情勢 朝鮮半島の緊張が持続し、近 朝鮮半島における緊張が継続
隣諸国も軍事力増強 するなど不透明・不確実な要

素が残されている

日米安保 （独立した項目として記述な 安保を報有交効換に、機能させるた
し） め、情 共同演習装

備・技術交流、在日米軍支援
充実を拡大

侵略対処 小規模な侵略は独力で排除、口との喜闘な協力の下、防
力及ばぬとき米軍の支援期待 の総 ・有機的な運用

早期にこれを排除

自然災害への対 口じ迩なし） 関係機関との緊密な協力の

応 下、適時適切に災害救援等の
所要の行動を実施

国連への対応 （記述なし） 国際平和協力業務、国際置急
援協力助活動、軍事管理・軍 に

陸自予備自衛官 （記述なし） 一部部隊に即応性の高い予備
自衛官を充てる

対潜作戦 対潜水上艦船部隊を常時 1個 （具体的記述なし）
は有する

防衛装備国産化 適切な国産化につき配慮， 適切な国産化等を通じた防衛
生産・技術悲盤の維持に配慮

村
山
前
首
相
は
先
月
、
「
核
軍
縮
を
求
め

る
二
十
二
人
委
員
会
」
の
会
合
で
、
「
安
保

条
約
は
日
本
が
軍
事
大
国
に
な
る
の
を
防

ぐ
安
全
弁
に
も
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し

た
そ
う
で
あ
る
（
十
二
月
十
九
日
時
事
通

信
）
。
九
十
年
に
沖
縄
海
兵
隊
の
副
司
＾
芯
E

が
、
冷
戦
終
結
後
の
在
日
米
軍
の
役
割
は

日
本
が
軍
事
大
国
に
な
る
の
を
阻
止
す
る

「
ビ
ン
の
蓋
」
で
あ
る
と
語
っ
た
が
、
首
相

も
全
く
同
意
見
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
日
本
人
は
、
自
衛
隊
へ
の
軍
事

費
も
増
額
す
る
一
方
、
「
用
心
棒
」
の
在
日

米
軍
に
も
多
額
の
「
思
い
や
り
予
算
」
を
支

出
し
て
、
自
衛
隊
自
身
の
暴
走
を
食
い
止

五
年
間
で

幽

家
百
万
円
の
負
担

め
て
も
ら
わ
な
け
れ
な
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
だ
。
評
論
家
の
コ
メ
ン
ト
と
し
て

も
奇
妙
だ
が
、
こ
れ
を
自
衛
隊
の
最
高
指

揮
官
で
あ
る
首
相
自
ら
が
公
の
場
で
語
る

と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
も
は
や
日

本
の
文
民
に
は
自
衛
隊
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
力
は
な
い
と
で
も
言
う
の
か
。

◇

◇

◇

 

戦
後
五
十
年
目
の
昨
年
に
は
、
安
保
・
自

衛
隊
問
題
で
い
く
つ
か
の
重
要
な
決
定
が

な
さ
れ
た
。
沖
縄
の
代
理
署
名
問
題
で
、

首
相
が
知
事
を
告
訴
す
る
と
い
う
の
も
そ

の
ひ
と
つ
だ
が
、
日
本
の
安
保
・
自
衛
隊

政
策
で
将
来
を
拘
束
す
る
文
書
が
明
ら
か

民
意
に
反
し
て

ま
ず
「
大
綱
」
だ
が
、
こ
れ
は
日
本
の

い
わ
ゆ
る
国
防
政
策
の
基
本
方
針
を
定
め

その＾決下さに

店贋；ぃ｝［ 
あをヵ、れ患新た

るご軍‘--,―

以。ど悶］輩］
ロ［衛］閥合
中で、五のに

＇の應且ら閏 青木雅彦（図表も）

が〗喜塁政塁 反戦ドタバタ会議（京都）
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

大綱・中期防・防衛予算を読む丁
．
 
．
 
．
 
・
 
．
 
．
 

た
も
の
で
、
以
前
の
も
の
は
七
六
年
に
定
~
．
 
．
 
．
 

め
ら
れ
て
い
た
。
最
初
の
制
定
以
来
二
〇

．
 

年
近
く
を
経
た
こ
と
と
、
何
よ
り
冷
戦
が
・

．
 

終
結
し
た
こ
と
で
何
年
も
前
か
ら
改
定
の
~．
 
．
 
．
 

準
備
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
策
定
の
中
心

に
な
っ
た
の
は
防
衛
庁
の
内
局
（
官
僚
）
~．
 
．
 

で
、
一
応
連
立
与
党
も
意
見
を
述
べ
る
機
・

．
 

会
は
あ
っ
た
が
何
し
ろ
原
案
が
固
ま
っ
て

．
 ．
 

か
ら
な
の
で
、
与
党
の
承
認
を
得
て
閣
議
~

で
了
承
さ
れ
た
と
い
う
形
式
を
整
え
る
以
~

．
 

上
で
は
な
か
っ
た
。
~

．
 
．
 

そ
の
肝
心
の
中
身
だ
が
、
冷
戦
時
代
の
・

旧
「
大
綱
」
と
は
大
き
く
様
変
り
か
と
思
~．
 

う
と
大
違
い
。
別
表
に
新
旧
「
大
綱
」
の
比
~

較
を
作
成
し
た
が
．
違
い
と
言
っ
て
も
こ
~．
 

の
程
度
。
「
も
と
も
と
旧
『
大
綱
』
も
『
脅
＂

威
対
応
型
』
で
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
が
~

防
衛
庁
の
説
明
だ
が
、
実
際
に
は
対
ソ
連
~．
 
．
 
．
 

極
東
軍
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
だ
っ
た
こ

．
 

と
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
。
『
多
数
の
国
・

．
 

が
、
経
済
発
展
等
を
背
景
に
、
軍
事
力
の
~
．
 

．
 

拡
充
な
い
し
近
代
化
に
力
を
注
い
で
い
る
』
．

こ
と
だ
け
で
は
、
現
在
の
態
勢
を
維
持
す
~
．
 
．
 
．
 

る
理
由
に
は
な
ら
な
い
。

旧
「
大
綱
」
に
比
べ
て
安
保
条
約
依
存
~
．
 

を
一
層
強
め
て
い
る
こ
と
も
大
き
な
特
徴
~

だ
。
）
『
日
米
安
全
保
障
体
制
の
信
頼
性
の
~．
 
．
 

冷
戦
時
代
と
変
わ

ら
ぬ
「
大
綱
」

軍
拡

の
路
線

5
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人
々
の
惹
識
に

大
き
な
変
化

「
中
期
防
」
負
担
は

一
家
百
万
円

向
上
を
図
』
る
た
め
の
『
各
種
施
策
の
充

実
等
』
が
具
体
的
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る

（
思
い
や
り
予
算
の
拡
大
な
ど
）
こ
と
は
そ

の
表
れ
だ
。
『
核
兵
器
の
脅
威
に
対
し
て

は
、
・
・
・
米
国
の
核
抑
止
力
に
依
存
す
る

も
の
と
す
る
』
と
い
う
核
抑
止
へ
の
侶
仰

は
以
前
の
大
綱
と
同
じ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
基
本
方
針
で
あ
る
「
大
綱
」

が
依
然
と
し
て
冷
戦
体
制
の
継
続
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
上
に
立
っ
て
五
年
間
の
軍
事

カ
の
規
模
装
備
を
具
体
的
に
定
め
た
「
中

期
防
」
が
、
冷
戦
対
応
兵
力
の
維
持
・
継
続

で
あ
る
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。
二
十

世
紀
最
後
の

H
本
の
軍
事
力
整
備
計
画
の

総
額
は
二
十
五
兆
千
五
百
億
円
。
他
の
主

要
国
の
同
種
の
計
画
と
異
な
り
、
た
だ
た

だ
拡
大
を
続
け
て
い
く
の
み
だ
（
図
参

照
）
。
陸
上
自
衛
隊
の
部
隊
等
は
確
か
に
幾

分
「
繁
理
・
統
合
」
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
実

数
に
定
員
を
合
わ
せ
た
だ
け
。

1
機
百
二

十
億
円
と
世
界
一
高
価
な
戦
闘
機
（
日
米

共
同
開
発
の
F
,
2
)
の
四
七
機
購
入
を

含
む
）
の
惰
性
的
軍
拡
に
抗
え
な
い
政
治

的
展
望
の
欠
如
の
せ
い
だ
ろ
う
。
実
際
官

僚
の
天
下
り
先
で
あ
る
軍
需
産
業
に
対
し

て
は
、
『
適
切
な
国
産
化
等
を
通
じ
た
防

衛
生
産
・
技
術
基
盤
の
維
持
に
配
慮
』

（
「
大
綱
」
）
と
細
や
か
な
気
配
り
を
見
せ
て

い
る
が
、
「
大
綱
」
で
も
「
中
期
防
」
で
も
、

災
害
救
助
や
p
k
o
以
外
に
は
何
ら
新
し

い
任
務
が
提
起
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

「
軍
縮
」
と
い
う
言
葉
は
あ
る
も
の
の
、
よ

く
読
む
と
す
べ
て
よ
そ
の
国
の
話
で
あ
っ

た
！こ

の
よ
う
に
政
府
と
い
う
か
官
僚
の
視

野
に
は
安
保
堅
持
、
自
衛
隊
の
発
展
と
い

う
従
来
ど
お
り
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
し
か
な
い

が
、
冷
戦
の
終
結
に
伴
う
安
保
体
制
の
矛

盾
は
覆
い
難
い
。
現
象
的
に
は
昨
年
9
月

の
沖
縄
で
の
海
兵
隊
員
に
よ
る
少
女
暴
行

事
件
が
き
っ
か
け
だ
が
、
安
保
条
約
を
見

る
国
民
の
意
識
は
大
き
く
変
わ
っ
た
（
世

論
調
査
グ
ラ
フ
参
照
）
。
現
在
国
会
で
は
圧

倒
的
多
数
の
政
党
が
「
安
保
堅
持
」
の
政

あなたは安保条約をどうすべきだと思いますか

直ちに解消

9 5年 12月

9 4年4月

策
を
掲
げ
て
い
る
が
、
国
民
の
意
識
は
堅

持
派
と
廃
棄
派
が
計
三
九
％
ず
つ
で
丁
度

相
半
ば
し
て
い
る
。
「
安
保
破
棄
」
は
最
早

「
変
わ
り
者
」
の
主
張
で
は
な
い
。

ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
民
意
を
実
際
の

政
治
に
反
映
さ
せ
る
回
路
を
作
っ
て
い
く

か
が
、
平
和
運
動
の
大
き
な
課
題
に
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
◆
次
号
に
つ
づ
く

rー・ー・ー・ー・一・ー・ー・ー・ー・
湛大含る中期防i
•一・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 

毎日新聞世論調査、 95年12月1日から 3日実施。 21 3 0人。

9 4年4月も同紙の調査数字。毎日新聞 95年 12月24日掲載

盛
り
込
む
な
ど
、
軍
縮
の
気

配
す
ら
な
い
。

注
意
を
要
す
る
の
は
次
回

の
「
中
期
防
」
の
目
玉
と
も

い
う
べ
き
装
備
が
、
「
今
後

の
検
討
」
に
委
ね
る
形
で
暗

黙
の
う
ち
に
導
入
が
示
唆
さ

れ
て
い
る
こ
と
だ
。
ア
メ
リ

力
が
強
く
日
本
に
協
力
を
求

め
て
い
る
T
M
D
（
地
域
ミ

サ
イ
ル
防
衛
網
）
と
空
中
給

油
機
で
あ
る
。
晴
れ
て

「
保
・
保
連
合
」
が
で
き
れ
ば

正
式
な
計
画
と
し
て
、
こ
れ

ら
数
兆
円
か
ら
十
数
兆
円

(
T
M
D
の
総
額
は
文
字
ど

お
り
天
文
学
的
）
の
大
型
発

注
も
承
認
さ
れ
る
。
J

二
百
兆
円
を
は
る
か
に
越

え
る
国
債
残
高
に
、
さ
ら
に

大
最
の
赤
字
国
債
を
発
行
せ

ね
ば
な
ら
な
い
財
政
状
況

で
、
一
家
四
人
な
ら
百
万
円

の
負
担
に
な
る
軍
拡
計
画
を

ど
う
し
て
政
府
は
承
認
し
た

の
か
ジ
一
口
で
言
え
ば
政
治

の
不
在
，
J
官
僚
（
制
服
組
を

186-90年

I 91-95年 -らんがや22. 

72-76年竺5 5. 

（
三
ペ
ー
ジ
か
ら
）

防
総
省
に
提
出
し
た
「
基
地
周
辺
住
民
の
意

見
」
を
ア
ッ
プ
テ
イ
ト
し
、
日
米
両
政
府
な
ど

に
提
出
す
る
、
こ
と
な
ど
で
す
。．
 

会
議
終
了
後
、
弓
張
山
に
登
り
、
佐
世
保
基
地

を
一
望
し
ま
し
た
。
眼
下
に
米
軍
、
自
衛
隊
の
基

地
群
が
湾
の
一
等
地
を
占
め
て
い
る
現
実
を
ま
ざ

ま
ざ
と
み
せ
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。
佐
世
保
重
工
の

一
角
に
ベ
ロ
ー
ウ
ッ
ド
が
停
泊
し
て
い
ま
し
た
。

一
瞬
道
路
か
何
か
と
見
間
違
え
る
ほ
ど
の
大
き
さ

に
一
同
た
め
息
。

冷
戦
終
結
後
、
基
地
強
化
が
も
っ
と
も
き
わ
だ

つ
佐
世
保
で
基
地
・
安
保
に
つ
い
て
全
国
的
な
視

野
で
の
会
議
が
も
た
れ
た
意
義
は
大
き
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。
在
日
米
軍
が
住
民
の
人
権
や
生
活
権

を
侵
し
て
し
か
存
在
し
得
な
い
と
い
う
現
実
を
提

示
し
、
安
保
そ
の
も
の
の
あ
り
方
に
迫
る
状
況
が

見
え
て
き
て
い
ま
す
。
佐
世
保
会
議
を
踏
み
台

に
、
九
六
年
こ
そ
沖
縄
県
以
外
の
地
で
の
運
動
を

盛
り
上
げ
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
◆
◆

1 8. 4兆円

9o.2000 1 辛霞IIけ 25、

8兆円

2兆円（予定）

（参考：第4次防）
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昨
年
九
月
二
十
八
日
、
大
田
沖
縄
県
知
事
が
米
軍

基
地
強
制
使
用
の
代
理
署
名
を
拒
否
し
た
こ
と
に
対

し
て
、
日
本
政
府
は
九
五
年
十
二
月
七
日
に
村
山
首

相
が
大
田
知
事
相
手
の
職
務
執
行
命
令
訴
訟
を
提
訴

し
た
。沖
縄
で
戦
後
五
十
年
続
い
て
い
る
米
軍
占
領
状
態

を
継
続
さ
せ
る
た
め
の
米
軍
用
地
強
制
使
用
手
続
き

の
手
順
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
沖
縄
県
民
に
大

護
士
会
長
中
野
清
光
弁
護
士
を
団
長
に
県
外
を
含
む

十
六
名
の
弁
護
団
を
知
事
記
者
会
見
で
発
表
し
、
正

面
か
ら
争
う
態
跨
を
整
え
訴
訟
方
針
の
検
討
に
入
っ

た
。
そ
し
て
、
県
は
十
二
月
二
十
二
日
の
第
一
回
口

頭
弁
論
で
次
の
と
お
り
主
張
し
た
。

【
県
の
主
張
】
米
軍
専
用
施
設
は
全
国
の
七
五
％

が
国
土
面
積
の

O・
六
％
の
沖
縄
県
に
集
中
し
て
お

り
、
過
重
な
基
地
負
担
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
過
去

五
0
年
間
に
引
き
続
き
将
来
に
も
わ
た
っ
て
存
続
さ

せ
ら
れ
る
こ
と
は
到
底
容
認
で
き
な
い
。
沖
縄
に
お

け
る
米
軍
基
地
は
憲
法
の
保
障
す
る
平
和
的
生
存
権
、

平
等
原
則
、
財
産
権
を
侵
害
、
違
反
し
て
い
る
。

憲
法
は
地
方
自
治
を
制
度
的
に
保
障
し
、
こ
れ
に
客

観
的
法
規
規
範
性
を
与
え
た
。
知
事
は
、
地
方
公
共

団
体
の
長
と
し
て
、
憲
法
が
保
障
す
る
人
権
を
実
現

す
る
た
め
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
法
的
責
務
を
有

す
る
。
代
理
署
名
拒
否
は
そ
の
責
務
を
果
た
す
た
め

で
あ
る
。
ま
た
、
本
件
根
拠
法
た
る
駐
留
軍
用
地
特

措
法
は
違
憲
・
無
効
な
立
法
で
あ
る
。

米
軍
基
地
強
制
使
用
代
理
署
名
訴
訟

沖縄から沖縄がかわれば、アジア・太平汗がかわる

〒901・22 

沖縄県宜野湾市志真志517・1

沖縄キリスト教平和センター気付

TEL (098)898・6628 

FAX (098)897・6953 

郵便振替鹿児島2・11249

伊

波

洋

一

（
沖
縄
中
部
地
区
労
事
務
局
長
）

「
沖
縄
か
ら
」

「
オ
キ
ナ
ワ
ボ
イ
ス
」

編
集
委
員

報
告
⑮

だ訊か頂姦替怠I晏だ立9

9もヽ：
疇こ

讐、：油
； 

き
な
反
発
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
以
下
は
、

の
琉
球
新
報
に
掲
載
さ
れ
た
意
見
か
ら
抜
粋
゜

反
戦
地
主
の
島
袋
善
祐
さ
ん
（
五
九
）
容
認
で

き
な
い
。
村
山
政
権
の
人
に
優
し
い
政
治
と
は
、
ア

メ
リ
カ
に
優
し
い
政
治
の
こ
と
で
は
な
い
か
。

政
府
が
し
つ
か
り
し
て
い
れ
ば
銃
剣
と
ブ
ル
ド
ー

ザ
ー
で
う
ば
わ
れ
た
土
地
を
取
り
戻
す
の
が
当
た
り

前
。
提
訴
は
本
末
転
倒
だ
。
人
の
土
地
を
取
り
上
げ

る
こ
と
が
法
で
許
さ
れ
る
の
か
。

親
泊
康
晴
那
覇
市
長
二
十
一
年
余
も
未
解
決
の

那
覇
軍
港
問
題
を
例
に
と
っ
て
も
分
か
る
よ
う
に
、

提
訴
さ
れ
る
べ
き
は
沖
縄
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
基

地
の
重
圧
に
対
応
で
き
な
か
っ
た
日
本
政
府
だ
。

大
田
知
事
に
は
堂
々
と
民
主
主
義
の
本
質
を
問
い
な

が
ら
、
沖
縄
の
チ
ム
グ
ク
ル
（
肝
心
＝
真
心
）
を
全

国
民
に
訴
え
る
歴
史
的
裁
判
を
展
開
し
て
ほ
し
い
。

そ
の
た
め
に
は
全
県
民
的
な
規
模
で
こ
れ
ま
で
以

上
に
支
え
る
態
勢
を
築
き
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。

山
内
徳
信
読
谷
村
長
首
相
が
知
事
を
提
訴
し
た

こ
と
は
、
国
策
と
は
い
え
残
念
だ
。
法
廷
で
初
め
て

論
議
す
る
こ
と
に
な
り
、
基
地
が
い
か
に
理
不
尽
な

形
で
五

0
年
間
、
県
民
に
押
し
つ
け
ら
れ
た
か
が
国

民
の
前
に
明
ら
か
に
な
る
。
日
米
両
政
府
を
告
発
す

る
歴
史
的
な
機
会
と
な
ろ
う
。
裁
判
を
通
し
て
県
民

の
訴
え
や
願
い
が
実
現
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
。L

 

I

I

 

当
日

公
判
当
日
、
裁
判
所
前
の
公
園
に
は
早
朝
か
ら
三

百
名
余
の
支
援
者
が
集
ま
り
、
傍
聴
券
抽
選
後
に
大

田
知
事
支
援
の
集
会
が
行
な
わ
れ
、
反
戦
地
主
や
参

加
者
は
歴
史
的
な
裁
判
に
臨
む
と
い
う
高
揚
し
た
気

持
ち
が
頻
に
出
て
お
り
、
誇
り
に
満
ち
晴
れ
晴
れ
と

E
、

『

L

]

↓ヽ

L

-

o

I

届
い
て
い
る
知
事
を
激
励
す

こ
に
二
万
八
千
通
を
越
え
た
。 沖縄タイムス『峙事没拝』 (9 5年12月7日）

強
制
使
用
期
限
切
れ
に
焦
る
国

一
日
平
均
四
百
通
、
日
に
よ
っ
て
は
千
通
も
あ
っ

た
と
い
う
。

沖
縄
県
は
国
か
ら
の
提
訴
を
受
け
て
、
元
沖
縄
弁

沖
縄
県
は
真
正
面
か
ら
反
撃

【
請
求
の
趣
旨
】
沖
縄
県
知
事
は
土
地
調
書
及
び

物
件
調
書
に
立
合
人
を
指
名
し
署
名
押
印
さ
せ
よ
。

【
請
求
の
原
因
】
沖
縄
県
知
事
の
代
理
署
名
拒
否

は
、
地
方
自
治
法
の
「
国
の
事
務
の
管
理
も
し
く
は

執
行
が
法
令
の
規
定
…
に
違
反
す
る
」
場
合
、
又
は

「
国
の
事
務
の
管
理
も
し
く
は
執
行
を
怠
る
」
場
合

に
該
当
し
、
土
地
収
用
法
に
基
づ
く
使
用
裁
決
の
申

請
を
適
式
に
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
結
果
日
米

安
保
条
約
、
地
位
協
定
上
の
義
務
の
履
行
に
必
要
な

土
地
の
使
用
権
原
を
取
得
で
き
な
い
。

沖
縄
県
知
事
の
法
令
違
反
な
い
し
職
務
憬
怠
を
放

置
す
る
こ
と
に
よ
り
著
し
く
公
益
を
害
す
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。

よ
っ
て
内
閣
総
理
大
臣
は
、
沖
縄
県
知
事
が
代
理

署
名
を
行
な
う
べ
き
こ
と
を
命
じ
る
旨
の
裁
判
を
請

求
す
る
。

以
上
の
訴
状
骨
子
内
容
は
県
知
事
の
代
理
署
名
が

判
断
事
項
で
は
な
く
義
務
で
あ
る
と
の
国
の
強
硬
な

姿
勢
が
表
れ
て
お
り
、
強
制
使
用
手
続
き
の
非
民
主

的
で
反
自
治
的
な
面
を
如
実
に
示
し
て
い
る
と
い
え

よ
う
。

裁
判
に
は
、
当
事
者
で
あ
る
反
戦
地
主
も
補
助
参

加
を
申
請
し
て
参
加
し
、
大
田
知
事
の
後
で
有
銘
政

夫
違
憲
共
闘
会
議
議
長
が
「
生
活
の
場
を
失
わ
れ
、

私
た
ち
は
ま
さ
に
難
民
。
知
事
が
署
名
で
き
な
い
と
粕
、
ど
し
久

言
っ
た
の
悪
い
と
言
っ
の
な
ら
沖
縄
県
は
成
り
立
た
又
、
全
国
か
ら
毎
R

ロ

〔
l

ー

と

意

見

陳

述

し

た

。
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第
二
回
口
頭
弁
論
は
二
月
九
日
予
定
で
あ
る
が
、

三
月
三
十
一
日
の
使
用
期
限
切
れ
に
焦
る
国
の
立
場

を
考
慮
す
る
裁
判
所
側
は
二
月
に
集
中
的
に
審
理
す

る
意
向
と
言
わ
れ
、
第
一
回
公
判
で
認
め
た
反
戦
地

主
の
補
助
参
加
を
二
回
目
以
降
は
却
下
す
る
と
み
ら

れ
て
い
る
。
反
戦
地
主
側
は
対
抗
し
て
裁
判
官
の
忌

避
を
申
し
立
て
た
。

国
側
の
「
基
地
の
現
状
維
持
と
安
保
再
定
義
が
公

益
で
、
沖
縄
に
基
地
が
集
中
し
て
い
る
の
は
地
理
的

条
件
と
財
政
的
条
件
に
よ
る
」
と
の
主
張
や
「
日
本

の
公
益
の
た
め
に
沖
縄
は
我
慢
す
べ
き
」
と
の
主
張

に
全
面
的
に
反
論
し
、
県
の
立
場
か
ら
公
益
性
を
具

体
的
に
訴
え
る
た
め
に
県
も
知
事
や
市
町
村
長
な
ど

の
証
人
申
請
を
予
定
し
、
全
面
的
に
争
う
姿
勢
が
明

確
に
な
っ
た
。

三
月
三
十
一
日
に
期
限
切
れ
に
な
る
読
谷
村
の
象

の
檻
（
お
り
）
ア
ン
テ
ナ
内
の
知
花
昌
一
さ
ん
の
土

地
で
は
、
裁
判
の
進
行
に
合
わ
せ
て
刻
々
と
近
づ
い

て
い
る
開
放
の
日
の
四
月
一
日
に
モ
ー
ア
シ
ビ
（
野

原
の
遊
び
）
の
宴
が
準
備
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

エ
イ
プ
リ
ル
・
フ
ー
ル
に
は
さ
せ
な
い
よ
う
に
し

た
い
。
（
以
上
、
裁
判
の
途
中
経
過
報
告
で
し
た
）

職
務
執
行
命
令
訴
訟
の
訴
状
骨
子

，
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河村ゆかり 岩国市職労平和研究所 岩国で今…

圧
言
葉
は
「
悲
璽
／

沖
合
移
設
の
歴
史
．
]

一
九
六
八
年
六
月
、
板
付
基
地
所
属
フ
ァ

ン
ト
ム
の
九
州
大
学
構
内
整
落
事
故
を
機
に
、

岩
国
で
も
同
機
種
が
配
備
さ
れ
て
い
た
こ
と

か
ら
移
設
運
動
が
始
ま
っ
た
。
当
初
の
市
民

の
要
求
は
他
所
へ
の
移
転
。
し
か
し
い
つ
の

間
に
か
「
悲
願
」
は
沖
合
移
設
に
す
り
替
え
ら

れ
、
以
後
二
七
年
間
基
地
撤
去
運
動
を
封
じ

る
手
段
と
し
て
政
治
的
に
利
用
さ
れ
て
き
た
。

岸
壁
問
題
は
九

0
0ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
埋

め
立
て
承
認
願
い
の
縦
覧
書
類
害
類
に
紛
れ

込
ま
せ
て
あ
り
、
市
職
平
和
研
究
所
代
表
の

田
村
順
玄
市
議
が
発
見
し
な
け
れ
ば
表
に
出

な
か
っ
た
。
し
か
も
地
元
へ
の
説
明
は
皆
無

で
、
国
は
沖
へ
出
す
の
で
当
然
岸
壁
の
水
深

は
深
く
な
る
、
一
―
―
-
m
の
港
は
機
能
強
化
で

は
な
い
と
無
責
任
な
言
い
訳
を
し
て
い
る
。

R
滑
走
路
は

B
級
を
に
ら
ん
だ
レ
イ
ア
ウ
ト

図
は
二
四

0
0
m滑
走
路
の
平
行
移
設
と

い
う
計
画
だ
が
、
滑
走
路
は
計
二
本
に
な
る

増
設
だ
。
お
ま
け
に
追
加
埋
立
て
で
三
二

0

0
m
の
滑
走
路
に
で
き
る
レ
イ
ア
ウ
ト
に

な
っ
て
い
る
。
米
軍
は

B
級
滑
走
路
を
要
求

し
て
お
り
、
将
来
B
級
滑
走
路
が
で
き
る
と

嘉
手
納
ク
ラ
ス
の
滑
走
路
に
日
本
最
大
級
の

軍
港
が
セ
ッ
ト
さ
れ
た
と
て
つ
も
な
い
基
地

に
な
る
。

0
そ
の
他
の
問
題
点

八
三
認
の
干
潟
藻
場
の
消
失
や
工
事
に
よ

る
汚
染
は
瀬
戸
内
に
生
態
系
に
多
大
な
影
響

を
与
え
る
。
埋
立
て
に
関
し
て
必
要
な
、
し
尿

処
理
場
や
排
水
樋
門
に
関
す
る
岩
国
市
の
同

意
書
が
添
付
さ
れ
て
い
な
い
。
基
地
に
飲
み

込
ま
れ
る
位
置
に
あ
る
し
尿
処
理
場
の
移
転

先
も
未
定
、
と
問
題
点
、
不
備
は
多
い
。

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

................................................. 

実
は
基
地
「
拡
張
」

□

：
そ
れ
が
問
題
だ
ー
1
|
'

0
基
地
は
＿
•
四
倍
、
跡
地
返
還
な
し

計
画
で
は
基
地
沖
約
ニ
―
五
芦
を
埋
め
立

て
、
広
さ
は
四
割
増
に
な
る
。
二
七
年
前
、
沖

合
移
設
の
甘
味
は
手
前
―

km
の
跡
地
返
還
だ
っ

た
。
予
定
で
は
わ
ず
か0
•
八
ば
の
道
路
用
地

の
み
の
返
還
で
、
「
悲
願
」
の
跡
地
返
還
と
は

程
遠
い
。

〇
地
元
に
内
緒
の
「
大
岸
壁
計
画
」

．．
 

・・・●・
.. 
・
 
.. 
・・・・
.... ・．・ 
.. 
・.・響・.・
.. 
．●
 

.......... 
••· 

................................................. 

普

天

間

基

地

移

転

．

の

恐

れ

も

一

[

沖
合
い
移
設
が
夢
物
語
だ
っ
た
頃
は
普
天

間
移
設
説
は
た
だ
の
噂
だ
っ
た
。
基
地
の
移

設
強
化
に
よ
り
外
堀
を
埋
め
ら
れ
る
形
に
な

り
現
実
味
を
帯
び
て
き
た
。
現
在
在
H
米
軍

四
万
七
千
人
を
減
ら
さ
な
い
と
い
う
の
が
日

米
の
了
解
。
返
還
返
還
と
う
る
さ
い
普
天
間

を
動
か
し
た
い
が
、
移
転
先
探
し
は
至
難
。
そ

ん
な
時
基
地
拡
張
を
し
て
い
る
の
岩
国
は
格

好
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
だ
。

米
国
防
総
省
は
、
昨
年
三
月
の
「
日
米
安
保

報
告
」
の
中
で
、
「
施
設
の
返
還
・
統
合
が
決

ま
っ
た
ら
適
切
な
場
所
に
同
様
な
施
設
を
提

供
す
る
の
が
日
本
政
府
の
責
任
」
と
の
態
度

を
明
ら
か
に
し
た
。
日
本
政
府
も
財
政
難
の

折
り
、
米
軍
や
地
元
政
治
家
の
要
求
だ
け
で
、

気
前
よ
く
一
六

0
0億
円
も
か
か
る
事
業
を

行
う
訳
は
な
い
。
返
還
に
向
け
ま
す
ま
す
「
う

る
さ
い
」
沖
縄
、
移
転
先
の
港
を
と
の
米
軍
の

要
求
を
解
決
す
る
一
石
二
烏
の
方
法
と
し
て
、

二
七
年
間
要
求
が
あ
っ
た
岩
国
の
沖
合
移
設

を
利
用
し
て
や
ろ
う
と
考
え
た
。
沖
合
移
設

実
現
に
メ
ド
が
つ
い
た
途
端
、
急
に
活
発
に

動
き
だ
し
た
普
天
間
返
還
。
岩
国
と
全
く
無

大
型
艦
船
用

岸
壁
も
計
画

基
地
増
強
に
化
け
た

滑
走
路
沖
合
移
設

問題の岸壁は、図右下の I港湾施設l
内に計画されている。

昨
年
秋
、
長
さ
三
六

0
m、
水
深
一
三
メ
ー

ト
ル
の
岸
壁
建
設
計
画
が
「
発
覚
」
。
現
在
の

水
深
約
四
m
、
千
ト
ン
ク
ラ
ス
の
船
し
か
着

け
ら
れ
な
い
港
に
不
自
由
し
た
米
軍
は
、
日

本
政
府
に
港
の
建
設
を
再
三
要
求
し
て
き
た
。

作
戦
行
動
の
と
れ
る
日
本
最
大
級
の
港
が
で

き
る
事
に
よ
り
、
新
た
な
艦
船
を
有
す
る
部

隊
の
移
転
、
母
港
化
が
懸
念
さ
れ
る
。
二
七

c
m位
の
岸
壁
で
も
三
二

0
m
の
船
が
着
け

ら
れ
る
C

)

ベ
ロ
ー
ウ
ッ
ド
や
イ
ン
デ
ィ
ペ
ン

デ
ン
ス
ま
で
接
岸
可
能
と
な
れ
格
段
の
機
能

強
化
に
な
る
C

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

ヽ

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

ヽ

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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「
沖
縄
は
気
の
毒
」
一

で
は
な
く

事
業
費
一
六

0
0憶
円
は
す
べ
て
日
本
側

負
担
。
な
ぜ
他
国
の
軍
隊
を
私
た
ち
の
税
金

で
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
沖
合
移
設

は
岩
国
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
税
金
の
ム

ダ
使
い
で
も
あ
り
国
民
全
体
の
迷
惑
だ
。

沖
縄
は
基
地
撤
去
に
燃
え
て
い
る
。
沖
縄

が
頑
張
る
ほ
ど
岩
国
へ
の
普
天
間
移
転
の
信

憑
性
が
増
す
複
雑
な
状
況
の
中
、
昨
年
岩
国

市
職
労
は
普
天
間
の
あ
る
宜
野
湾
市
職
労
と

交
流
、
基
地
撤
去
へ
向
け
と
も
に
闘
お
う
と

約
束
し
た
。
「
沖
縄
は
気
の
毒
」
な
の
で
は
な

く
、
地
域
の
エ
ゴ
を
越
え
て
手
を
つ
な
ご
う

と。
滑
走
路
を
沖
合
い
一

km
に
移
設
し
た
と
こ

ろ
で
米
兵
の
犯
罪
は
な
く
な
ら
な
い
。
米
軍

機
の
事
故
や
近
県
に
迷
惑
を
ま
き
散
ら
す
低

空
飛
行
が
減
る
わ
け
で
も
な
い
。
二
七
年
前
、

政
治
家
の
作
り
出
し
た
「
悲
願
」
は
、
米
軍

の
「
悲
願
」
に
化
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
岩

国
市
民
は
「
悲
願
」
な
ど
最
初
か
ら
望
ん
で

は

い

な

い

の

だ

。

◆

◆

関
係
だ
と
言
い
切
れ
る
だ
ろ
う
か
。

、

．：沃^
3
... 
‘・●●‘ 

亀、
.... 

・
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朝
鮮
半
島
情
勢
の
緊
張
が
話
題
に
な
っ
て

い
た
一
昨
年
（
九
四
年
）
、
佐
世
保
、
沖
縄
、
横

須
賀
へ
の
原
潜
入
港
は
五
五
回
（
一
七
隻
）

に
の
ぽ
っ
た
。
そ
の
う
ち
数
時
間
以
内
に
出

港
し
た
ケ
ー
ス
は
、
二
三
回
を
数
え
た
。
佐

世
保
港
だ
け
で
見
る
と
一
四
回
(

1

0

隻）

入
港
し
、
そ
の
在
港
日
数
は
延
べ
四
八
日
（
数

時
間
以
内
出
港
七
回
）
で
あ
っ
た
。．
 

こ
れ
に
対
し
て
昨
九
五
年
の
原
潜
入
港
は

三
港
合
わ
せ
て
四
四
回
(
+
六
隻
）
。
内
訳
は

次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

横

須

賀

三

一

回

（

十

五

隻

）

佐
世
保
港
六
回
（
四
隻
）

ホ
ワ
イ
ト
ビ
ー
チ
（
沖
縄
）

七
回
（
四
隻
）

佐
世
保
は
、
激
減
（
し
か
も
、
そ
の
う
ち
の

一
隻
は
退
役
直
前
、
一
隻
は
故
障
疑
惑
）
、
沖

縄
も
同
じ
状
況
（
一
六
回
が
八
回
に
）
。
横
須

賀
だ
け
が
前
年
を
上
回
る
入
港
隻
数
を
記
録

し
た
も
の
の
、
日
本
全
体
の
入
港
総
数
で
は

ほ
ぽ
一
昨
年
（
九
一
二
年
）
の
水
準
に
減
少
し

米
艦
船
（
軍
艦
も
民
間
船
も
含
め
）
調
べ
て
み

る
と
、
あ
る
パ
タ
ー
ン
が
見
え
て
く
る
。

佐
世
保
港
に
人
港
し
た
原
潜
と
人
港
パ

タ
ー
ン
が
同
じ
艦
船
が
な
い
か
、
パ
ソ
コ
ン

に
お
願
い
し
て
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
、
測

量
艦
（
艦
種
表
記
で
は

A
G
S
)
ま
た
は
音
響

測
定
艦
（
同
、

A
G
o
s
)
が
び
っ
た
り
合
っ

て
い
る
。

当
初
A
G
S
や
A
G
O
S
に
つ
い
て
は
海

底
に
設
置
し
て
あ
る
音
響
監
視
装
置

(
S
O

s
u
s
)
の
運
用
と
関
連
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
た
が
、

S
O
S
U
S
は
運

用
が
中
止
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
同

種
艦
船
の
入
港
目
的
を
調
べ
て
い
る
と
こ
ろ

だ
っ
た
。
そ
こ
で
考
え
た
の
が
、
原
潜
と

A
G
S
な

ど
が
同
一
の
目
的
の
た
め
に
運
用
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
た
め
の
情
報
交
換
と
評
価
の
た
め

佐
世
保
港
（
ま
た
は
沖
縄
）
に
入
港
し
て
い
た

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
推
測
で
あ
る
。
．
 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
説
明
す
る
前
に
、
佐

世
保
の
外
人
バ
ー
で
か
わ
し
た
会
話
を
ひ
と

つ。「
い
ま
や
米
海
軍
だ
け
が
プ
ル
ー
シ
ー
・
ネ

イ
ビ
ー
だ
。
中
国
海
軍
は
そ
れ
に
比
べ
る
と

ブ
ラ
ウ
ン
ウ
ォ
ー
タ
ー
（
沿
海
）
・
ネ
イ
ビ
ー

95年
の
原
潜

だ
。
」
「
で
は
、
海
上
自
衛
隊
は
？
」
「
中
間
を

取
っ
て
グ
リ
ー
ン
シ
ー
・
ネ
イ
ビ
］
か
な
」

「
フ
ロ
ム
・
ザ
・
シ
ー
」
と
い
う
戦
略
に
し

ろ
、
対
中
国
・
朝
鮮
戦
略
に
し
ろ
、
海
軍
の
戦

場
は
深
く
広
大
な
海
洋
を
舞
台
に
し
た
対
ソ

60 

50 

40
回
数

30

0

0

 

2

1

 

連
艦
隊
作
戦
か
ら
、
浅
い
大
陸
棚
（
グ
リ
ー
ン

か
ら
ブ
ラ
ウ
ン
色
の
海
）
へ
舞
台
を
移
し
た

「
対
陸
上
戦
闘
」
へ
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し
そ
こ
は
深
海
に
ひ
そ
み
、
密
か
に
移

動
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
原
潜
に
と
っ
て

（
ニ
―
ペ
ー
ジ
ヘ
）

国子力潜水艦
入港回数の変化
―](1972-1995) 
I ●合計
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篠
崎
正
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市
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
さ
せ
ぽ

30 

20 

10 

。

こ。f
 佐
世
保
港
で
は
九
一
年
か
ら
九
三
年
で
は

原
潜
の
入
港
が
急
増
し
た
。
し
か
し
そ
の
同

じ
時
期
に
は
横
須
賀
へ
の
入
港
は
減
少
し
て

お
り
、
日
本
へ
の
寄
港
総
数
と
し
て
は
凸
凹

が
あ
る
に
し
て
も
一
定
の
水
準
を
記
録
し
て

い
る
。旧
型
に
属
す
る
ス
タ
ー
ジ
ョ
ン
原
潜
の
退

役
が
進
み
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
級
が
主
流
に

な
っ
て
き
た
米
原
潜
の
保
有
状
況
と
も
関
係

が
あ
る
の
か
、
今
の
と
こ
ろ
は
っ
き
り
し
た

理
由
は
つ
か
み
切
れ
な
い
。
し
か
し
、
一
五
ー

一
七
隻
の
原
潜
が
約
六
月
間
の
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
で
日
本
近
海
に
三
i
五
隻
常
時
配
備

さ
れ
て
い
る
状
況
は
こ
の
数
年
間
変
化
が
な

い
よ
う
な
の
で
、
一
時
的
・
局
地

的
な
緊
張
と
は
切
り
離
し
て
原
潜

1
I
I
I
I
・―

の
運
用
理
由
や
変
化
の
意
味
を
考
ー
ー
・

え
た
方
が
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。．
 

そ
こ
で
、
佐
世
保
港
へ
の
入
港
が
急
増
し

た
期
間
、
佐
世
保
港
に
入
港
し
た
す
べ
て
の

横須賀増加、 佐世保・沖縄は大幅減

グリーン・
ブラウン・
行動範囲のシフ

シーから
シーへ

ト反映？
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く自動車税＞

米軍構成員

19,000円普 通

乗用車

小型 6,500円
乗 用車

＜軽自動車税＞

四輪以上 2,650円
原 動機付 450円
自 転車

7,200円
1,000 ~ 
2,500円

地
位
協
定
第
6
条
に
関
連
し
、
那
覇
空
港
の
進
入
官
制

0"°
本
へ
の
移
管
に
つ
い
て
、
日
米
間
で
協
議
す

|
1
1
|
|
'
,
1
'ー
、

1,11,'ー
，

91'ー

1
|
-

「

第

六

条

（

航

空

交

通

管

理

・

通

信

）

【

条

文

の

骨

子

l

航

空

交

通

管

理

及

び

通

信

の

体

系

は

、

緊

密

に

協

調

し

て

発

達

を

図

る

rv

【

問

題

点

＿
沖

縄

の

航

空

官

制

の

う

ち

、

那

覇

空

港

及

び

久

米

島

空

港

の

進

入

官

制

に

つ

い

て

は

、

米

空

軍

の

嘉

手

納

飛

行

場

と

の

関

係

で

、

暫

定

的

に

米

軍

が

行

う

こ

と

が

合

意

一

条

文

の

骨

子

l

軍

構

成

員

は

、

旅

券

及

び

査

証

に

関

す

る

法

令

の

適

用

免

除

。

軍

構

成

員

、

軍

属

及

び

家

族

は

、

外

国

人

登

録

を

免

除

。

両

な

の

か

特

定

が

難

し

い

と

の

指

摘

が

あ

る【

事

侑

等

＿
平

成

七

年

九

月

議

会

で

、

こ

の

問

題

が

取

り

上

げ

ら

れ

た

3

【

参

考

】
〈

ド

イ

ツ

補

足

協

定

〉

0第
十

条

三

項

軍

に

よ

り

使

用

さ

れ

る

車

両

、

牽

引

車

【

条

文

の

骨

子

】

米

軍

が

日

本

で

保

有

し

、

使

用

し

、

移

転

す

る

財

産

に

租

税

を

課

さ

な

い

。

米

軍

か

ら

の

所

得

に

つ

い

て

租

税

の

免

除

。

私

有

車

両

に

よ

る

道

路

の

使

用

に

つ

い

て

納

付

す

べ

き

租

税

の

免

除

を

与

え

る

義

務

を

定

め

る

も

の

で

は

な

い

。

一

問

題

点

】合

衆

国

軍

麻

の

構

成

員

等

の

私

有

車

両

に

対

す

る

自

動

車

税

は

、

日

米

合

同

委

員

会

で

の

合

意

に

基

づ

く

自

治

事

務

次

官

通

知

を

踏

ま

え

た

、

「

ア

メ

リ

カ

合

衆

国

軍

隊

の

構

成

員

等

の

所

有

す

る

自

動

車

に

対

す

る

自

動

車

税

の

特

例

に

関

す

る

条

約

」

に

規

定

さ

れ

た

税

率

に

よ

り

課

税

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

税

率

は

、

民

間

車

両

に

対

す

る

自

言瓢

さ

れ

、

今

日

に

至

っ

て

い

る

（

昭

和

四

七

年

五

月

一

五

日

の

日

米

合

同

委

員

会

）

。

こ

の

た

め

、

那

覇

空

港

を

北

向

き

に

離

発

着

す

る

民

間

機

が

低

空

飛

行

を

余

儀

な

く

さ

れ

る

等

の

影

響

が

あ

る

。

【

事

例

等

＿平

成

六

年

七

月

二

二

日

、

嘉

手

納

進

入

官

制

レ

ー

ダ

ー

シ

ス

テ

ム

（

嘉

手

納

ラ

ブ

コ

ン

）

の

故

陪

に

よ

り

、

民

間

機

の

離

発

着

に

影

響

が

出

た

。

しo也直す疫位
i構る‘協

I眉1 こ並定
等とり第
！図を(....，

宜閏紅
す保ミ
る健人
こ衛及
と生び
oに動
関物
し、
て植
国物

塁｝i
をす
適る

【

問

題

点

＿こ

の

条

項

は

国

の

所

管

す

る

事

項

に

関

連

す

る

も

の

で

あ

る

が

、

米

国

人

等

が

入

国

す

る

場

合

、

あ

る

い

は

、

動

物

及

び

植

物

を

入

国

さ

せ

よ

う

と

す

る

場

合

の

検

疫

や

保

健

衛

生

に

関

す

る

規

定

が

な

い

（

日

米

付

車

両

、

船

舶

、

航

空

機

は

登

録

番

号

な

い

し

は

他

の

適

正

な

標

識

の

他

に

明

確

な

国

籍

標

識

を

付

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

〈

米

韓

地

位

協

定

〉

属

二

四

条
免

許

証

、

軍

用

車

の

番

号

標

に

つ

い

て

規

定

。

日

米

地

位

協

定

と

同

様

の

趣

旨

゜

地
位
協
定
第
1
3
条
を
見
直
し
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成

＠
員
等
の
私
有
車
両
に
対
す
る
自
動
車
税
及
び
軽
自
動
車

税
に
つ
い
て
は
、
民
間
車
両
と
同
じ
税
率
で
課
税
さ
れ

る
こ
と
を
明
記
す
る
こ
と
。

第

十

三

条

（

租

税

）

動

車

税

に

比

べ

て

著

し

く

低

く

、

不

均

衡

と

な

っ

て

い

る

。

合

衆

国

軍

隊

の

構

成

員

等

の

私

有

車

両

に

対

す

る

軽

自

動

車

税

に

つ

い

て

も

同

様

で

あ

る

。

な

お

、

自

動

車

税

に

つ

い

て

の

県

の

試

算

で

は

、

米

軍

人

等

の

私

有

車

両

に

対

し

て

民

間

車

両

と

同

じ

税

率

を

課

し

た

場

合

、

約

1億
円

の

増

収

が

あ

る

。一

円

【

事

例

等

＿

円

゜

間

00
血

0000

民

額
1

1

鯰

知

4

1

2

3

 

合

同

委

員

会

で

の

合

意

事

項

の

み

）

。

民

間

で

は

、

海

外

か

ら

の

入

国

者

に

よ

る

伝

染

病

の

持

ち

込

み

が

し

ば

し

ば

問

題

と

な

っ

て

お

り

、

検

疫

や

保

健

衛

生

に

つ

い

て

の

規

定

が

お

か

れ

て

い

な

い

こ

と

は

、

県

民

に

不

安

を

与

え

る

も

の

で

あ

る

。

v

【

事

例

等

】

特

に

な

し

。

【

参

考

＿
〈

N
A
T
O地位
協

定

〉

0第
三

条

軍

構

成

員

は

、

旅

券

及

び

査

証

に

関

す

る

規

制

並

び

に

出

入

国

検

査

を

免

除

。

外

人

登

録

の

規

制

も

免

除

。

R且＂＂＂日。

一

第

十

条

（

運

転

免

許

証

）

一

ー，

1

【

条

文

の

骨

子

＿

合

衆

国

の

運

転

免

許

証

は

使

用

可

。

米

軍

の

公

用

車

は

明

確

な

番

号

標

又

は

個

別

の

記

号

を

付

け

る

。

【

問

題

点

】
協

定

第

十

条

で

、

米

軍

公

用

車

に

は

、

容

【

参

考

ー
〈

ド

イ

ツ

補

足

協

定

〉

0第
六

七

条

任

務

上

の

活

動

領

域

に

属

す

る

事

項

及

び

そ

の

活

動

の

た

め

の

財

産

に

つ

い

て

、

軍

隊

は

納

税

義

務

を

負

わ

な

い

。

道

路

の

使

用

に

つ

い

て

の

租

税

に

関

す

る

規

定

は

な

い

。

位
協
定
第
1
7
条
を
見
直
し
、
日
本
国
が
裁
判
権
を
行

R
[
す
べ
き
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
又
は
軍
属
た
る
被

疑
者
の
拘
禁
が
、
ど
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
日
本
側
が

で
き
る
よ
う
に
明
記
す
る
こ
と
。

第

十

七

条

（

裁

判

権

）

一

条

文

の

骨

子

】

裁

判

管

轄

権

に

つ

い

て

規

定

。

裁

判

が

競

合

す

る

場

合

、

米

側

の

財

産

安

全

に

対

す

る

罪

及

び

公

務

執

行

中

生

じ

た

罪

は

米

側

に

第

一

次

裁

判

権

。

そ

の

他

は

日

本

側

に

第

一

次

裁

判

権

。

米

側

被

疑

者

の

身

柄

は

起

訴

ま

で

米

側

が

拘

束

す

る

。

米

側

の

起

訴

後

の

権

利

に

つ

い

て

規

定

。

【

問

題

点

＿米

兵

等

に

よ

る

殺

人

、

傷

害

等

公

務

外

の

米

軍

人

等

に

よ

る

事

件

に

つ

い

て

は

、

日

本

側

が

第

一

次

裁

判

権

を

有

し

て

い

る

が

、

被

疑

者

の

拘

禁

は

、

そ

の

者

の

身

柄

が

合

衆

国

の

手

中

に

あ

る

と

き

は

、

起

訴

さ

れ

る

ま

で

米

側

が

拘

束

す

る

こ

と

に

な

っ

て

い

る

。

日

本

の

警

察

が

被

疑

者

を

取

り

調

べ

る

場

合

に

は

、

米

側

と

の

調

整

の

上

政
府
へ
の
要
請
事
項
と
説
明
資
料

＾ 95 ． 
〈

ド

イ

ツ

補

足

協

定

〉

0第
五

四

条

伝

染

病

の

予

防

及

び

駆

除

並

び

に

植

物

害

虫

の

繁

殖

予

防

及

び

駆

除

に

関

し

て

は

、

軍

の

規

則

が

同

等

か

、

よ

り

厳

し

い

基

準

を

設

定

し

て

い

る

場

合

を

除

き

、

ド

イ

ツ

法

の

規

定

が

軍

豚

及

び

軍

属

に

適

用

さ

れ

る

。

〈

米

韓

地

位

協

定

〉

0第
八

条

出

人

国

に

つ

い

て

規

定

。

日

米

地

位

協

定

と

同

様

。

0第
二

六

条

病

気

の

制

圧

と

予

防

及

び

保

健

、

医

療

、

衛

生

の

調

整

等

問

題

は

、

合

同

委

員

会

で

解

決

さ

れ

る

。

易

に

識

別

さ

れ

る

明

確

な

番

号

標

ま

た

は

個

別

の

記

号

を

付

け

て

い

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

が

、

実

際

に

は

、

軍

用

車

に

は

、

県

民

が

容

易

に

識

別

で

き

る

よ

う

な

番

号

標

ま

た

は

記

号

が

付

い

て

お

ら

ず

、

さ

ら

に

夜

間

に

な

る

と

番

号

標

ま

た

は

記

号

そ

の

も

の

が

見

え

な

い

場

合

が

多

い

。

し

た

が

っ

て

、

交

通

事

故

等

の

際

に

、

米

軍

の

ど

の

車

〈

米

韓

地

位

協

定

〉

0第
一

四

条

税

金

に

つ

い

て

の

規

定

。

日

米

地

位

協

定

と

同

様

。

但

し

、

道

路

の

使

用

に

つ

い

て

の

租

税

に

関

す

る

規

定

は

な

い

。

で

取

り

調

べ

が

行

わ

れ

る

こ

と

か

ら

、

取

り

調

べ

の

時

間

等

に

制

限

（

一

般

的

に

は

、

平

日

は

九

時

か

ら

一

七

時

ま

で

、

土

日

は

行

わ

な

い

）

が

あ

る

。

ま

た

、

平

成

四

年

三

月

及

び

平

成

五

年

七

月

に

は

、

拘

束

中

の

被

疑

者

が

逃

亡

す

る

事

件

も

起

き

て

お

り

、

米

軍

に

対

す

る

不

信

感

も

あ

り

、

被

疑

者

の

拘

禁

が

米

軍

で

行

わ

れ

る

こ

と

に

対

す

る

抗

議

の

声

が

強

く

上

が

っ

て

い

る

。

【

事

例

等

＿

〈

米

軍

人

に

よ

る

児

童

暴

行

事

件

〉

平

成

七

年

九

月

四

日

本

島

北

部

地

区

で

買

物

帰

り

の

児

童

を

米

兵

三

人

が

拉

致

し

暴

行

す

る

と

い

う

事

件

が

発

生

し

た

。

被

疑

者

の

米

兵

は

、

県

警

か

ら

の

連

絡

に

よ

り

、

基

地

内

で

米

側

の

捜

査

機

関

に

逮

捕

さ

れ

た

。

平

成

七

年

九

月

七

日

県

警

は

被

疑

者

の

1 1 ． 
4

)
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沖
縄
県
に
よ
る
地
位
協
定
見
直
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（
下
）
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資料●沖綱県による地位協定見直し案

逮
捕
状
を
と
り
、
米
側
に
逮
捕
の
同
意

を
求
め
た
が
、
米
側
は
、
逮
捕
に
つ
い

て
は
拒
否
、
捜
査
に
つ
い
て
は
同
意
し

た。

平
成
七
年
九
月
二
九
日
那
覇
地
方
検
察

庁
は
、
被
疑
者
の
三
名
を
起
訴
し
、
同

時
に
被
疑
者
の
身
柄
は
日
本
側
に
引
き

渡
さ
れ
た
。

〈
米
軍
人
に
よ
る
婦
女
暴
行
事
件
〉

平
成
五
年
五
月
二
九
日
嘉
手
納
基
地
内

で
ト
リ
イ
基
地
所
属
の
米
兵
が
日
本

人
女
性
に
暴
行
。
米
軍
は
沖
縄
署
か
ら

の
連
絡
を
受
け
、
被
疑
者
を
禁
足
処
分

に
よ
り
身
柄
を
拘
束
。

平
成
五
年
七
月
七
日
ト
リ
イ
基
地
か
ら

被
疑
者
が
逃
亡
。

平
成
五
年
七
月
一
八
日
憲
兵
司
令
部
は
、

県
警
に
逮
捕
要
請
、
こ
れ
を
受
け
、
県

警
が
手
配
中
、
被
疑
者
が
出
国
し
た
こ

と
を
確
認
。

平
成
五
年
一

0
月
二
五
日
テ
ネ
シ
ー
州

で
容
疑
者
を
逮
捕
。
沖
縄
に
護
送
さ
れ

る
C

平
成
五
年
一

0
月
二
九
日
那
覇
地
検
は

取
り
調
べ
を
閲
始
。

平
成
五
年
―
一
月
一
七
日
那
覇
地
検
は

不
起
訴
を
決
定
。
理
由
は
公
表
さ
れ
て

い
な
い
。

茄
沖
縄
市
ス
ナ
ッ
ク
強
盗
傷
害
事
件
〉

平
成
四
年
一
月
七
日
沖
縄
市
内
の
ス

ナ
ッ
ク
で
、
米
兵
三
人
が
店
主
と
従
業

員
に
暴
行
を
加
え
、
現
金
強
盗
後
、
逃

【
事
例
等
】

県
警
の
資
料
に
よ
る
と
、
米
軍
人
等
に

よ
る
犯
罪
は
、
復
帰
後
、
こ
れ
ま
で
に
4
、

七
ニ
ハ
件
、
そ
の
う
ち
凶
悪
事
件
が
五

□九

件
も
発
生
し
て
い
る
。
＞
米
軍
人
等
の
犯
罪

は
、
最
近
で
も
年
間
一

0IJ
0
件
程
度
発
生

し
て
い
る
。

【
参
考
】
〈N
A
T
O
地
位
協
定
〉

【
条
文
の
骨
子
ー

日
米
の
協
議
機
関
と
し
て
、
合
同
委
員

会
を
設
置
す
る
。
代
表
者
そ
れ
ぞ
れ
一
人
。

一
ー
ニ
人
以
上
の
代
理
及
び
職
員
団
。

【
問
題
点
＿

日
米
合
同
委
員
会
で
合
意
さ
れ
た
事
項

（
合
意
議
事
録
）
は
原
則
と
し
て
公
表
し
な

い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
（
日
米
間
で
公
表

す
る
こ
と
に
合
意
し
た
も
の
の
み
公
表
）
。

し
か
し
、
米
軍
基
地
の
集
中
す
る
本
県
で

は
、
基
地
の
運
用
は
、
県
民
生
活
、
特
に
基

地
周
辺
に
お
け
る
地
域
住
民
の
生
活
に
大

き
く
関
わ
る
問
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
当
事
者
で
あ
る
県
や
市
町
村
等
の
意

向
を
聴
取
し
た
こ
と
は
な
い
。

走
。
一
人
は
現
行
犯
逮
捕
さ
れ
た
が
、

二
人
は
基
地
内
に
逃
走
。

平
成
四
年
一
月
二
二
日

N
I
S
（
海
軍

調
査
局
）
は
、
沖
縄
署
か
ら
連
絡
を
受

け
、
嘉
手
納
基
地
内
に
逃
亡
し
た
米
兵

二
人
に
外
出
禁
止
令
。

平
成
四
年
一
月
三
一
日

N
I
S
（
海
軍

調
査
局
）
は
、
嘉
手
納
基
地
内
に
被
疑

者
の
米
兵
の
身
柄
を
拘
束
。

平
成
四
年
二
月
七
日
那
覇
地
検
は
、
現

行
犯
逮
捕
し
て
い
た
一
人
を
強
盗
傷
害

罪
で
起
訴
。

平
成
四
年
三
月
日
基
地
内
で
身
柄
を
拘

束
さ
れ
て
い
た
米
兵
二
人
が
逃
走
。

平
成
四
年
八
月
二
九
日
逃
走
中
の
一
人

を
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
で
逮
捕
。

平
成
四
年
九
月
日
那
覇
地
検
は
、
逮
捕

さ
れ
た
一
人
を
起
訴
。

平
成
五
年
三
月
二
日
逃
走
中
の
一
人
を

ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
で
逮
捕
。

平
成
五
年
三
月
一
七
日
那
覇
地
検
は
、

逮
捕
し
た
残
り
の
一
人
を
起
訴
。

【
参
考
ー
〈N
A
T
O
地
位
協
定
〉

0
第
七
条
五
項

被
疑
者
の
拘
禁
に
つ
い
て
規
定
（
）
日
米

地
位
協
定
と
同
様
の
趣
旨
゜

〈
ド
イ
ツ
補
足
協
字
マ

冨

二

ニ

条

逮
捕
が
派
遣
当
局
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、

又
は
逮
捕
者
が
派
遣
当
局
に
引
き
渡
さ
れ

た
場
合
、
当
局
は
、
拘
留
を
い
つ
で
も
ド

イ
ツ
当
局
に
移
す
こ
と
が
で
き
、
特
定
の

0
第
八
条
六
項

公
務
執
行
中
以
外
の
不
法
行
為
に
よ
る

補
償
を
規
定
。
公
務
か
ど
う
か
は
仲
裁
人

が
決
定
。
日
米
地
位
協
定
と
同
様
の
趣
旨
゜

〈
米
韓
地
位
協
定
〉

0
第
二
三
条
六
項

公
務
執
行
中
以
外
の
不
法
行
為
に
よ
る

補
償
を
規
定
。
日
米
地
位
協
定
と
同
様
の

趣
旨
。

地
位
協
定
第
25
条
を
見
直
し
、
日
米
合
同
委
員
会
の
場

R
Eり
口
託
丑
0↑
q

□"

委
員
会
で
合
意
さ
れ
た
事
項
を
速
や
か
に
公
表
す
る
こ
と
を
明
記

す
る
こ
と
。

-

.. 1
・

，

・

1
ーヽ、

1

一
第
二
五
条
（
合
同
委
員
会
）
一

【
事
例
等
】

〈
5
.
1
5
メ
モ
〉

昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
日
米
合

同
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、
日
米
両
国
は
沖

縄
県
に
お
け
る
米
軍
基
地
の
使
用
に
つ
い

て
合
意
し
た
。
五
月
十
五
日
に
行
わ
れ
た

こ
と
か
ら
、
こ
の
合
意
は
一
般
に
5
.
1
5

メ
モ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
日
米
合
同

責
会
で
沖
縄
の
米
軍
碁
地
の
篇
に

つ
い
て
合
意
。

昭
和
四
十
七
年
六
月
十
五
日
5
.
1
5
メ

モ
の
一
部
を
、
合
同
委
員
会
の
合
意
に

基
つ
き
、
防
衛
施
設
庁
告
示
第
十
二
号

と
し
て
告
巧

昭
和
四
十
八
年
三
月
＝
―

1
0
日
・
・
初
の
県
道

-
0四
号
線
越
え
に
実
弾
砲
撃
浙
習
が

事
件
に
お
い
て
ド
イ
ツ
当
局
の
拘
留
移
転

の
要
請
に
対
し
て
好
意
的
考
虐
茅
且
寄
t

拘
留
が
派
遣
国
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
場

合
、
ド
イ
ツ
当
局
に
よ
る
釈
放
、
無
罪
判
決

又
は
刑
の
執
行
開
始
に
至
る
ま
で
、
身
柄

は
そ
の
ま
ま
同
当
局
に
と
ど
め
ら
れ
る
。

〈
米
韓
地
位
協
定
〉

0
第
二
二
条
五
項

被
疑
者
が
軍
の
手
中
に
あ
る
場
合
は
、

地
位
協
定
第
18
条
を
見
直
し
、
合
衆
国
軍
隊
の
構

R
"
"
J
立
料
且
り
＂

本
国
政
府
の
責
任
で
補
償
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
明
記
す
る
こ
と
。

【
条
文
の
骨
子
】

公
務
中
に
発
生
し
た
損
害
に
対
す
る
請

求
を
満
た
す
た
め
の
費
用
は
、
合
衆
国
の

み
が
責
任
を
有
す
る
場
合
、
日
本
側
が
二

五
％
、
米
側
が
七
五
％
負
担
す
る
。

責
任
を
共
に
有
す
る
場
合
は
均
等
に
分

割
。
双
方
の
責
任
と
特
定
で
き
な
い
場
合

も
同
様
。

公
務
外
に
発
生
し
た
請
求
権
は
、
日
本

側
が
請
求
を
審
査
、
額
を
決
定
し
、
報
告
書

を
米
側
に
交
付
。
米
側
は
遅
滞
な
く
支
払

う
か
ど
う
か
及
び
額
を
決
定
す
る
。

公
務
か
ど
う
か
の
決
定
は
、
仲
裁
人
が

行
う
。

実
施
さ
れ
る
。
県
道
封
鎖
に
つ
い
て
、

米
側
に
抗
議
し
た
際
、
5
.
1
5
メ
モ
の

存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

昭
和
五
二
年
七
月
二
日
キ
ャ
ン
プ
・

シ
ュ
ワ
ブ
内
の
ハ
リ
ア
ー
パ
ッ
ド
を
使

用
し
て
、
ハ
リ
ア
ー
機
の
訓
練
が
開
始

さ
れ
た
。
そ
の
際
、
防
衛
施
設
庁
告
示

に
違
反
し
て
い
る
と
の
指
摘
に
対
し
、

米
軍
が
キ
ャ
ン
プ
・
シ
ュ
ワ
ブ
に
つ
い

て
は
、
5
.
1
5
メ
モ
に
「
使
用
条
件
」
と

し
て
、
空
域
の
使
用
が
認
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

昭
和
五
三
年
五
月
防
衛
施
設
庁
は
、
沖

縄
県
の
一
三
施
設
並
び
に
本
土
所
在
の

六
施
設
に
つ
い
て
、
施
設
の
提
供
に
か

か
る
合
同
委
員
会
の
合
意
中
、
国
民
の

生
活
に
関
連
が
あ
る
使
用
条
件
等
の
概

要
に
つ
い
て
公
表
。
（
5
．
1
5
メ
モ
そ
の

も
の
の
公
表
で
は
な
い
）

昭
和
五
七
年
六
月
国
に
対
し
て
公
表
を

要
請
。

昭
和
六

0
年
五
月
第
一
回
目
の
知
事
訪

米
で
、
5
.
1
5
メ
モ
の
公
表
を
米
国
政

府
に
要
請
。

昭
和
六

0
年
七
月
5
.
1
5
メ
モ
の
公
表

を
日
本
政
府
に
要
請
。

【
参
考
】
〈
ド
イ
ツ
補
足
協
定
〉

0
条
文
な
し

〈
米
韓
地
位
協
定
〉

0
第
二
八
条

合
同
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て
規
定
。

日
米
地
位
協
定
と
同
様
の
趣
旨
。
◆
◆

あ
ら
ゆ
る
裁
判
上
の
結
論
が
未
決
の
間
、

軍
に
よ
っ
て
続
け
ら
れ
る
。
被
疑
者
が
軍

に
拘
留
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
い
つ
で
も

そ
の
拘
留
を
韓
国
当
局
に
移
す
こ
と
が
で

き
、
ま
た
、
特
定
の
事
件
に
つ
い
て
、
韓
国

当
局
の
拘
留
移
転
の
要
求
を
好
意
的
に
考

慮
す
る
。

【
問
題
点
】

殺
人
、
傷
害
、
交
通
事
故
等
の
不
法
行
為

で
公
務
執
行
中
で
な
い
も
の
か
ら
生
ず
る

米
軍
人
に
対
す
る
請
求
に
つ
い
て
は
、
通

常
の
司
法
手
続
に
よ
れ
ば
、
加
害
者
の
支

払
能
力
や
軍
隊
の
移
動
等
に
よ
り
十
分
な

保
障
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と

か
ら
、
第
一
八
条
六
項
の
規
定
が
お
か
れ

て
い
る
。
こ
の
規
定
に
よ
る
と
、
見
舞
金
を
支
払

う
か
ど
う
か
、
ま
た
、
支
払
う
場
合
で
も
、

そ
の
額
の
決
定
は
米
軍
に
任
さ
れ
て
お
り
、

被
害
者
の
補
償
が
十
分
な
さ
れ
な
い
場
合

が
あ
る
。
ま
た
、
米
軍
と
の
交
渉
に
時
間
を

要
し
、
補
償
金
を
受
け
取
る
ま
で
に
か
な

り
の
日
数
が
か
か
っ
て
い
る
。

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

[
編
集
部
か
ら
●
昨
年
十
一
月
四
i

五
口
、
沖
縄
県
が
政
府
に
提
出
し
~

こ
た
文
書
は
、
「
日
米
地
位
協
定
の
~

立
直
し
に
関
す
る
要
請
」
と
~

~
「
地
位
協
定
見
直
し
に
関
す
る
説
~

如
g
資
料
」
か
ら
な
り
ま
す
。
掲
~

｛
載
に
あ
た
っ
て
は
要
請
事
項
を
i

五
R出
し
に
、
そ
の
後
に
説
明
資
~

ぷ
科
の
該
当
部
分
を
続
け
る
よ
う
i

ニ
再
構
成
し
ま
し
た
。

.............................. 
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-
第
五
条
を
見
直
し
、

通
告
義
務
を

地
位
協
定
二
五
条
に
よ
り
「
日
米
合
同
委
員

会
」
が
日
本
国
政
府
と
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協

議
機
関
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
両
国

は
さ
ま
ざ
ま
な
件
に
関
し
て
合
音
酋
項
を
持
っ
て

い
る
が
そ
の
内
容
は
国
民
に
は
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
な
い
。
国
民
の
知
る
権
利
が
保
証
さ
れ
な
い
限

り
基
地
に
起
因
す
る
事
件
、
事
故
は
後
を
絶
た
な

い
で
あ
ろ
う
。
特
に
核
の
持
ち
込
み
に
関
す
る
疑

惑
は
常
に
私
た
ち
の
生
存
権
や
人
権
を
脅
か
し
続

け
る
も
の
で
あ
り
無
視
で
き
な
い
。
今
も
存
在
し

続
け
る
こ
の
疑
惑
は
い
つ
誰
が
晴
ら
す
の
か
。

．
 

人
類
史
上
初
め
て
の
原
爆
投
下
体
験
を
持
つ
日

た
め
に
一
九
七
五
年
に
「
核
兵
器
積
載
艦
艇
の
神

戸
港
入
港
拒
否
に
関
す
る
決
議
」
を
行
っ
た
。
之
そ

れ
に
よ
り
入
港
の
外
国
艦
船
に
非
核
証
明
書
の
交

付
を
求
め
、
応
じ
ら
れ
な
い
場
合
は
寄
港
を
拒
否

す
る
制
度
を
実
施
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
の
時

点
ま
で
四
三
隻
の
入
港
実
績
を
持
つ
ア
メ
リ
カ

の
艦
船
は
以
来
入
港
0
で
あ
る
。
u

「
地
位
協
定
」
第
五
条
第
三
項
は
、
米
艦
船
の

入
港
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

ー
に
掲
げ
る
艦
船
が
日
本
国
の
港
に
入
る
場

合
に
は
、
通
常
の
状
態
に
お
い
て
は
、
日
本
国

の
当
局
に
適
当
な
通
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

「
港
則
法
」
は
港
の
管
理
者
は
地
方
自
治
体
で

あ
る
と
定
め
て
い
る
。
「
神
戸
方
式
」
は
、
こ
の

通
告
義
務
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
効
力
を
発
揮
し
た

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

．
 

地
位
協
定
五
条
を
素
直
に
読
め
ば
、
横
須
賀
や

佐
世
保
で
も
、
艦
船
の
入
港
は
「
事
前
通
告
」
が

義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ

こ
で
い
う
「
日
本
の
港
」
と
は
神
戸
の
よ
う
な
民

間
港
で
あ
り
、
、
横
須
賀
や
佐
世
保
の
よ
う
な
基

地
は
含
ま
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
の
が
日
本
政
府

の
解
釈
。
米
艦
船
の
基
地
へ
の
入
港
は
「
フ
リ
ー

パ
ス
」
だ
と
い
う
の
だ
。

こ
れ
は
国
際
的
に
見
て
も
異
常
な
こ
と
で
あ

眉
地
位
協
定
と
市
民
R

山
中
悦
子
編
集
部

本
で
は
国
民
の
ほ
と
ん
ど

が
核
兵
器
の
恐
ろ
し
さ
を

知
っ
て
い
る
。
多
く
の
自

治
体
が
「
非
核
兵
器
宣
言

都
市
」
で
あ
る
こ
と
を
み
て
も
人
々
の
日
本
の

非
核
化
に
対
す
る
思
い
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
非

核
法
」
は
成
立
し
て
い
な
い
が
大
多
数
の
国
民

は
「
非
核
三
原
則
」
を
当
然
の
こ
と
と
考
え
て
い

る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
は
核
が
あ
る
か
な
い
か

を
問
わ
れ
れ
ば
否
定
も
肯
定
も
し
な
い
。
こ
れ

ま
で
核
持
ち
込
み
疑
惑
を
濃
厚
に
す
る
い
く
つ

も
の
の
証
言
や
記
録
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

（
左
の
コ
ラ
ム
参
照
）
在
日
米
軍
基
地
に
果
た
し

■ラ
ロ
ッ
ク
証
言
一
九
七
四
年
米
議
会
で
ラ
ロ
ッ
ク
海

軍
少
将
が
「
核
能
力
の
あ
る
軍
艦
は
す
べ
て
核
を
積
ん
で

い
て
、
日
本
へ
の
寄
港
の
際
に
も
こ
れ
を
降
ろ
す
こ
と
は

な
い
」
と
証
言
。

■ク
レ
イ
タ
ー
証
言
一
九
七
八
年
米
議
会
で
ク
レ
イ

タ
ー
海
軍
長
官
が
「
空
母
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
は
核
攻
撃
用
航

空
機
の
母
艦
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
」
と
証
言
っ

■ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
発
言
一
九
八
一
年
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
元

駐
日
大
使
は
新
聞
社
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
て
「
事
前

協
議
の
対
象
と
な
る
核
の
持
ち
込
み
と
は
日
米
両
政
府
の

了
解
に
よ
り
、
核
の
陸
揚
げ
、
設
置
を
意
味
し
、
核
艦
船

の
日
本
寄
港
・
額
海
通
過
は
事
前
協
議
の
対
象
外
と
な
っ

て
い
る
」
と
発
言
。

■空
母
タ
イ
コ
ン
デ
ロ
ガ
水
爆
搭
載
機
落
下
事
故
事
故

は
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
最
中
の
一
九
六
五
年
―
二
月
、
ベ
ト
ナ

ム
・
ト
ン
キ
ン
清
帰
り
の
空
母
タ
イ
コ
ン
デ
ロ
ガ
が
横
須

る
。
一
九
八
六
年
に
作
ら
れ
た
米
海
軍
作
戦
部
長

通
逹
「
米
海
軍
軍
艦
の
外
国
の
港
へ
の
寄
港
に
つ

い
て
」
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
挙
げ
ら
れ
た
一
五

0
ヶ

国
の
中
で
、
「
フ
リ
ー
パ
ス
」
を
与
え
て
い
る
の

は
、
日
本
、
韓
国
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
三
ヶ
国
の
み
。

ほ
と
ん
ど
の
国
は
〈
許
可
〉
あ
る
い
は
塩
煙
巳

を
義
務
づ
け
て
い
る
。

艦
船
入
港
に
フ
リ
ー
パ
ス
を
与
え
た
結
果
、
何

核
持
ち
込
み

疑
惑
の
事
件
簿

す
べ
て
の
艦
船
入
港
に

て
そ
の
核
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
の
か
い
な
い
の

か
、
日
本
政
府
自
身
が
真
偽
を
確
か
め
た
形
跡
は

今
日
ま
で
ま
だ
な
い
。
基
地
提
供
国
・
日
本
は
基

地
使
用
国
・
ア
メ
リ
カ
に
自
国
が
国
是
と
す
る
非

核
三
原
則
を
遵
守
す
る
音
窓
を
踏
み
に
じ
ら
れ
て

も
平
然
と
し
て
い
る
ば
か
り
。

．
 

こ
の
状
況
に
異
議
を
申
し
立
て
た
の
は
自
治
体

だ
っ
た
。
神
戸
市
は
港
の
安
全
管
理
を
徹
底
す
る

賀
に
向
か
っ
て
航
海
中
に
沖
縄
の
沖
合
約
一
三

0
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
の
地
点
で
起
き
た
。
水
素
爆
弾
B

4

3

を
搭
載
し

た
艦
載
機
A
4
（
ス
カ
イ
ホ
ー
ク
）
が
パ
イ
ロ
ッ
ト
も
ろ

と
も
海
中
に
落
下
。
乗
務
員
ウ
イ
リ
ア
ム
・
レ
ー
ン
氏
は

タ
イ
コ
ン
デ
ロ
ガ
で
は
艦
載
機
に
核
兵
器
を
装
着
し
発
射

位
置
に
付
か
せ
る
訓
練
を
し
て
い
た
と
具
体
的
に
証
言
。

こ
の
事
故
は
単
な
る
事
故
と
い
う
よ
り
核
持
ち
込
み
の
事

実
を
裏
づ
け
る
大
き
な
事
件
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。
問
題
は
こ
の
タ
イ
コ
ン
デ
ロ
ガ
が
事
故
後
ど
こ
に

も
立
ち
寄
ら
ず
二
日
後
に
ま
っ
す
ぐ
横
須
賀
に
入
港
し
て

い
る
こ
と
。
核
兵
器
搭
載
機
が
事
故
機
一
機
の
み
で
あ
っ

た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
核
兵
器
搭
載
機
を
載
せ
た
ま
ま
の

空
母
が
横
須
賀
に
入
港
し
た
疑
惑
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。

真
相
は
国
際
環
境
保
護
団
体
グ
リ
ー
ン
ピ
ー
ス
が
ア
メ
リ

カ
の
情
報
公
開
制
度
を
活
用
し
て
一
九
八
九
年
に
明
ら
か

に
し
た
。

■米
空
母
は
核
攻
撃
を
遂
行
し
得
る
能
力
を
供
え
訓
練
を

怠
っ
て
い
な
い
。
空
母
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
に
は
核
兵
器
の
組

み
立
て
、
維
持
、
保
存
を
司
る
核
兵
器
専
門
の
部
署
が
あ

り
、
核
兵
器
の
た
め
の
「
海
軍
技
術
練
度
検
査
」
に
も
合
格

し
て
い
た
。

が
起
こ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
私
た
ち
が
痛
い
ほ
ど

に
わ
か
っ
た
の
が
一
九
八
九
年
に
、
グ
リ
ー
ン

ピ
ー
ス
の
調
在
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
「
タ

イ
コ
ン
デ
ロ
ガ
事
件
」
だ
っ
た
。
一
九
六
五
年
沖

縄
沖
で
水
爆
水
没
事
故
を
起
こ
し
た
空
母
「
タ
イ

コ
ン
デ
ロ
ガ
」
は
、
そ
の
二
日
後
、
ど
こ
に
も
寄

ら
ず
に
横
須
賀
に
人
港
し
た
、
と
「
航
海
日
誌
」

に
は
書
か
れ
て
い
た
。
横
須
賀
に
入
港
記
録
が
あ
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原子力譲
入鍛瘤報

••••••••••• 

◇ 10/28 

♦ 1 1/ 1 

◇ 11/4 

♦ 11/5 

◇ 11/11 

◆ 11/18 

◆ 11/20 

◇ 11/21 

♦ 11/29 

◇ 12/1 

◇ 12/2 

◆ 12/2 

◆ 12/2 

◇ 12/4 

♦ 12/9 

(78) 

1995.10.27~12.31 
s＝原子力渥水艦（原潜）スタージョン級
L＝原子力潜水艦（原潜）ロサンゼルス級

14:44原潜ホノル）レ（L)横須賀を出港。

08:59原潜シカゴ（L)横須賀に入港。

09:49原潜イシカゴ（L)横須賀を出港。

09:55原潜プルーフィッシュ（S)佐世保に入港。

09:55原潜ブルーフィッシュ（S)佐世保を出港。

13:51原潜プレマートン（L)横須賀に入港。

14:43原潜シカゴ（L)横須賀に入港。

09:59原潜プレマートン（L)横須賀を出港。

13:51原潜バファロー（L)横須賀に入港。

12:59原潜バファロー（L)横須賀を出港。

09:52原潜シカゴ（L)横須賀を出港。

11:57原潜バファロー（L)横須賀に入港。

13:54原潜ブレマートン（L)横須賀に入港。

13:56原潜プレマートン（L)横須賀を出港。

14:07 原潜コロンプス (L)横須賀に入港。

◇ 12/13 13:48 原潜バッファロー（L)横須賀を出港。

◇ 12/16 11:07 原潜コロンプス（L)横須賀を出港。

◆ 12/18 13:48 原潜バーミンガム（L)横須賀に入港。

●1995.1.1から12.31までの各地の原子力艦入港数：
（ ）内は原潜

•横須賀 31 (31) 
•佐世保 6 (6) 
・＊りイトビ---f 7 (7) 
（沖縄．勝連町）

合計 44(44) 

［訂正］第35号 (95.9.20)掲載の本情報 (76)に誤り（入港
記録の欠落）がありましたので訂正します。

◆ 9/19 13:51 原潜イ汀ィ7#・リス (L)横須賀に入港。

． 

． 

は
、
動
き
に
く
い
環
境
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
原
潜
が
大
陸
棚
で
も
自
由
に
動

き
回
れ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
海
底
地
図
あ

る
い
は
海
底
磁
気
地
図
を
作
製
す
る
た
め
の

運
用
が
九
一
年
か
ら
九
三
年
に
か
け
て
の
原

潜
と

A
G
Sな
ど
の
入
港
増
に
つ
な
が
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
時
期
に
は
、
海
上
自
衛
隊
の
潜
水
艦

や
護
衛
艦
と
の
共
同
演
習
（
日
米
対
潜
共
同

訓
練
）
の
前
後
に
、
米
原
潜
が
佐
世
保
あ
る

．
 

「
冷
戦
の
中
で
は
深
海
に
潜
み
、
耳
を
澄
ま

せ
、
緊
張
を
数
週
間
あ
る
い
は
1
月
以
上
も

-E-

れ
ば
、
核
兵
器
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
動
か
ぬ
証

拠
が
つ
か
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
入
港
記
録
は

横
須
賀
港
の
港
湾
管
理
者
で
あ
る
横
須
賀
市
の
の

も
と
に
は
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
市
長
は
艦
船

の
人
港
を
、
通
告
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

結
局
、
「
核
持
ち
込
み
」
は
も
み
消
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。

．
 

核
持
ち
込
み
問
題
は
、
米
国
の
「
肯
定
も
否
定

も
し
な
い
政
策
」
と
「
事
前
協
議
が
な
い
以
上
核

は
持
ち
込
ま
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
日
本
政
府
の

政
策
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
た
「
政
治
ス
キ
ャ
ン
ダ

ル
」
で
あ
る
。
国
民
の
「
知
る
権
利
」
か
ら
見
て

も
重
大
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。

翡
三
原
則
が
書
に
守
ら
れ
て
い
る
か
否
か

を
知
ろ
う
と
す
る
自
治
体
や
市
民
の
前
に
、
「
地

位
協
定
」
第
五
条
に
対
す
る
日
本
政
府
の
解
釈

は
、
大
き
な
壁
と
な
っ
て
立
ち
は
だ
か
っ
て
き

た
原
潜
を
除
く
す
べ
て
の
艦
船
か
ら
核
が
撤
去

さ
れ
た
今
も
、
核
持
ち
込
み
問
題
は
日
本
の
民
主

主
義
の
根
幹
を
問
い
つ
づ
け
て
い
る
c

軍
港
を
含
む
す
べ
て
の
港
で
「
事
前
通
告
」
を

義
務
づ
け
る
。
す
な
わ
ち
協
定
五
条
の
本
旨
に
合

致
す
る
よ
う
解
釈
と
運
用
を
見
直
す
こ
と
；
え
そ
れ

は
日
本
を
本
当
の
非
核
国
に
す
る
た
め
に
、
ど
う

し
て
も
必
要
な
ス
テ
ッ
プ
な
の
で
あ
る
。
◆
◆

い
は
沖
縄
に
入
港
す
る
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た

こ
と
か
ら
も
、
訓
練
前
後
の
評
価
な
ど
の
た

め
入
港
し
て
い
た
と
の
お
お
よ
そ
の
推
測
は

つ
い
て
い
た
と
思
う
。

最
後
に
、
海
上
自
衛
隊
の
潜
水
艦
関
係
者

の
米
原
潜
入
港
増
に
対
す
る
意
見
を
書
い
て

お
く
。

持
続
す
る
こ
と
は
で
き
た
で
あ
ろ
う
が
、
ソ

連
太
平
洋
艦
豚
が
事
実
上
崩
壊
し
た
今
日
で

は
、
海
底
に
潜
み
続
け
る
意
味
も
失
わ
れ
た

結
果
、
緊
張
感
を
失
い
安
易
に
洋
上
に
浮
上

し
、
入
港
し
て
い
る
の
で
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

（
日
本
の
潜
水
艦
乗
組
員
は
違
う
！
）
」
◆
◆

（
十
三
ペ
ー
ジ
か
ら
）

響新春に孤高・異

端の日本画家田中

一村の展覧会に

行ったe一躍世に知

られるようになっ

た10年前のテレビ

番組も見たし、最初

の展覧会にも行った。

初恋の人に再会したような心持ちで私

は作品の前に立った。「絵の実力だけ

では決して世間の地位は得られませ

ん。学閥と金と外交手段です。私には

そのいずれもありません。絵の実力だ

けです」。見せるためではなく自分の

良心を納得させるために描き、そして

死んだ一村。カッコイイ！ （や）

讐 大晦日はヨコスカの月例デモヘ。

毎月最終の日曜だから何年に一度はそ

うなる勘定だが、いやはや何ともなの

だ。 49の次が50と言う数字自体に
特に思い入れは必要ないと思っていた

が、結果的にまるで不思議な力が働い

たかのような節目の年であった。昨l

7日は神戸の大地が裂けてから1年、
湾岸の空に閃光が走って5年。 （ま）・金融機関救済に何千億、米軍支援
に何千億。神戸では沢山の人たちが避

難所暮らし。そして、新宿地下道から

機動隊を使ってホームレスの人々を追

い出す首都。これが「人間の国か」と

いう小田実さんに全面的に賛同。（た）

アニアモイ・ロジェ

の話をきいて
●-●l 

● ム）レロアの核実験場で被

爆したタヒチの労働者、アニ

アモイ・ロジェさん (47)の

お話を 12月17日、川崎の

集会で話を聞いた。

● ロジェさんがム）レロアで

働き始めたのは64年。 16 

オの時である。 77年まで、

建工事や荷役作業に従事。初

期の大気圏核実験を目撃し

た。ム）レロアでとれた魚を食

べてから健康を害し、今では

仕事も止められ、薬をはなせ

ない生活だという。

● 「核笈3験反決寸週計りはつね

にあった。なぜ今になって日

本でこんなに盛り上がってい

るのか不思議だ」。タヒチに

はロジェさんよりも、もっと

重症の人々が治療も受けられ

ずに暮らしているという。

● 12月28日、フランス

は5回目の核実験を強行し

た。あと 1回で終わりにする

と言う。だが人々の苦しみは

さん

終わらない。仏領ポリネシ

アの労働者の約4分の 1は

核実験場で働いている。フ

ランスは自然とともに暮ら

していた島々に「核実験の

ための社会」（市民調査団の

グルニエ神父）を作った。

その歪んだありようからの

離陸は苦難に滴ちたものに

なるだろう。

● 「帰ってからどんないや

がらせがあるかわからない」

と語るロジェさん。病を押

し、勇気を奮って日本まで

来てくれたタビチの労働者。

反核実験運動の後で、私た

ちは彼らに何を手渡してい

けるのだろうか。

（田巻一彦）
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事務所は移転しました。
郵便の宛先をご訂正ください。
● キャッチピースの事務所は昨年7月に移転

しています。封筒の差出人や、読者カードが元の

「港北区箕輪町」になっているため紛らわしくて

申し訳ありません。まだかなりの数の郵便が転

送されてきます。間もなく転送期間も切れます

ので宛先変更をよろしくお願いいたします。住

所は下の「奥付け」にあるとおりです。

名簿整理のお知らせ
● キャッチピースは会員以外の方にもお送り

しています。興味を持って頂けたら好いなと

思って（ご迷惑も省みず）勝手にお送りしている

のです。ところが郵便料金の値上がりや郵送リ

ストの増加などで、月々の郵送費が大変きびし

くなっています。そこで、会員以外の方や長らく

ご入金いただいていない方につ

いては、次号から、徐々に整

理をさせていただきたい

と思いますので悪しから

ずご了承ください。引き続

き購読ご希望の方は、これ

を機にご入会いただければ

幸いです。

月刊キャッチピース
No. 38（通巻117号）

発行●脱軍備ネットワークキャッチピース

連絡事務所●〒222 横浜市港北区錦ヶ丘

104 ハイツ幸1-B

n 045(433)3483 
FAX 045(593)1824（田巻気付）

編集●月刊キャッチピース編集委員会

郵便振替● 00160-7-136148キャッチピース

定価● 10 0円（通信会員年間30 0 0円）

会計報告
(95.10.27~95.11.26) 

［収入］
0前月からの繰越し

0今月の収入

会費収入

（内訳）

カンパ収入

預金利子

資料収入

維持団体

維持個人

参加団体

参加個人

通信会員

運動収入（I＼がキ収益）

［支出］

44,565 

731,221 

474,000 

゜112,000 
12,000 

53,000 

297,000 

150,270 

゜2,700 
104,251 

●今月の支出 178,027 

事務所代 (1月） 40,000 

水道光熱費 4,447 

電話FAX費(2ヶ月分） 9,074 

郵送費 56,760 

文具・備品 。
印刷・コピー代 51,706 

募便振替等手数料 6,770 

雑費 9,270 

●次月への繰越し 597,759 

＊平和資料協同組合（準）の資料収入は別会計としま

す。

＊行動費は行動プロジェクト毎の独立採算となってい

るため、それにあてはまらない収支のみがこの襴に計

上されます。

芯え［占了塁念合 I:••• たがしまジい部寒 lー→ム、
したてす付ま屋（、卜巖ー＝

皐青筐ハ゜ぎす。閾五竺住さ費

°ですガ感そ便金賓傷い•
すがキ謝れ振が力 まカ
令パ］眉冨虐房合懇盆すン
後とな激、通とが已 o Iゞ

, iti i ; : : : : [ ; ゃお・の申メけ°暑木
一願力努しッらそく造 う
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